
　不燃ごみ収集の「立ち番」について

　前回審議会（１１月４日）における主なご意見

●「立ち番の任意化」については、現行計画において「不燃ごみ有料化による新たなごみ排出ルール 

　の定着状況を見ながら、必要性や地域事情を考慮して検討する」こととしていたが、取残しごみの  

　減少や自治会の状況等をふまえ、任意化を検討すべきタイミングに来ている 。 

 

●任意化にあたり、ごみ排出ルールの啓発活動が重要 。 

 

●立ち番の意義（ごみ出しルールを教えたり不適正排出防止など）はあるが、立ち番がいなくても  

　適切にごみ出しできれば問題なく 、立ち番が不要になることに気づいてもらいたい。 

 

●地域の人自らが自覚を持ち良い地域にしていこうという意識を持てると、良いコミュニティになる 。 

 

●高齢になると立ち番が負担で体調不良のリスクもある。一方、高齢者がごみ出しをする際に分別 

　を教えてもらえる人がほしいという意見もある。自治会運営が難しくなってきている状況も踏ま  

　え、良い方法で任意化してもらいたい 。 

 

●進め方として、モデル地域を設けて実証実験を行うことも一案 。 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資料1-2

　■「立ち番任意化全般」に係るご意見



　前回審議会（１１月４日）における主なご意見

●市と自治会の役割分担が必要 。市が中途半端に手を出すのはよくない。 

 

●立ち番廃止後は一部混乱もあるだろうが、地域住民が「正しくルールを守らなければならない」と 

　いう気づきを得る機会となるため、ルール違反ごみを市が収集しないのも一つ ではないか。 

 

●集積所管理は自治会の責任という形でいくのであれば、立ち番廃止時の地域や役員の負担が大きく  

　なることが課題  

 

●立ち番廃止時に自治会役員になった方の負担が懸念 される。性善説で自治会内のつながりや助け 

　合い、コミュニティ活性化も期待される一方、そうはならない地域や人について想定や配慮が必要。 

 

●アプリなどデジタルを集積所の適正管理に活用している事例 もある。 

 

●市町村には一般廃棄物の処理責任があり、いつまでも取り残しごみを放置する対応にはならない 。 

 

2

　不燃ごみ収集の「立ち番」について

　■「取り残しごみの対応」に係るご意見



　立ち番の任意化におけるポイント（案）

●立ち番の任意化について、準備を整えた上で実行に移すタイミングであることを確認  

 

●取り残しごみの対応をはじめ、集積所管理について自治会と行政の役割分担の整理が必要  

 

●取残しごみについて、最終的には市が対応する仕組みが必要  

 

●任意化にあたり、ごみ排出ルール等の啓発が重要  

 

●任意化実施時の自治会役員の負担への配慮が必要  

 

●立ち番が有していた意義・役割をできるだけフォローできる仕組みの検討が必要  

　（不適正排出の防止、ごみ出し方法のレクチャーなど） 

 

●資材の配置は自治会で実施。配置資材の簡素化などを検討 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　不燃ごみ収集の「立ち番」について



　【参考】第４期答申（平成３０年１０月２日）

　■現状と課題

・近年、高齢化や核家族化の進展、就業時間の多様化、共働き世帯の増加など、市民のライフスタイルは

　変化し、平日の早朝という時間的な問題や体力的な問題で立ち番への参画が難しい世帯が増加

　アンケート調査で約６割の市民が「立ち番を負担に感じる」と回答

・京都府立大学の研究報告において、立ち番の継続が難しいと回答した人の割合が多い地域と、１０年後の

　後期高齢化率は相関関係あり

・他自治体事例では、立ち番の配置は必ずしも一般的ではなく 、また、立ち番を採用していた他自治体で

　も、自治会活動の負担軽減や市民からの要望により立ち番を廃止している事例もあり

・自治会においては、可燃ごみ集積所の維持管理や環境美化活動も実施しており、地域の担い手が減少する

　中、いかにして地域負担を軽減するかが課題
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　不燃ごみ収集の「立ち番」について



　【参考】第４期答申（平成３０年１０月２日）

　■市の取組案

・不燃ごみ集積所の管理ルールの整備と、地域の実情に応じた立ち番の任意化

・地域でのごみの減量・分別に関する学習機会（出前講座等）の提供
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　■審議会の意見

・立ち番は、不燃ごみ集積所の秩序維持にとどまらず、ごみの分別とリサイクルの学習、地域人材の育成機

　会として、さらには高齢者等への支援など、本市のごみ分別と地域づくりに大きな役割を果たしてきた。

・現在も、各自治会ではごみ出し時間の短縮や立ち番等の労務の交代免除など、様々な配慮や工夫を実施

・一方、立ち番をしたくても事情によりできない事例や、立ち番をしたくないため自治会に入らない事例、

　高齢化の進む自治会で冬季には自治会単位で不燃ごみ収集を中止している事例など、立ち番の負担が市民

　の円滑なごみ排出や自治会運営を阻害する要因の一つになっている。

・集積所の状況を見ると、不燃ごみの分別ルールは一定程度定着し、分別指導の必要性は低下。不法投棄や

　不適正排出の懸念も地域差がある。

・立ち番を一律に実施するのではなく、地域事情や必要性を考慮して実施することが望ましい。

・各地域の住民と行政が交流し、課題や各地域の工夫を共有する機会を継続的に確保することも必要

・立ち番の任意化に向けては、不燃ごみの分別区分見直し後、適切なタイミングを見定め、円滑に移行され

　たい。

　不燃ごみ収集の「立ち番」について



　■不燃ごみの取り残し状況
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　820袋/月

　330袋/月

　684袋/月

　567袋/月

　420袋/月

R２
通年

R４
通年

R５
通年

R６
通年

R３
７月～3月

　不燃ごみ収集の「立ち番」について

　【参考】不燃ごみの状況

・不燃ごみの取り残し袋数は年々減少

　　ごみ処理手数料見直し前の令和２年度と比較するとまだ多い状況

・主な分別間違い

　    埋立ごみ　　　　　　　　　　  ▶　可燃ごみ（靴、かばん等）が混入

　    プラスチック容器包装類　  ▶　プラスチック製品や汚れがあるものが混入



　不燃ごみ収集の「立ち番」について

　【参考】不燃ごみ収集のながれ

6




























